
「玉名型３つのツーリズム事業」業務委託仕様書 

 

 

１ 委託業務名 

玉名型３つのツーリズム事業 

 

２ 委託期間 

契約締結の日から令和８年３月３１日までとする。 

 

３ 事業の目的 

本委託業務は、「金栗四三スピリット」の推進を軸として、令和３年度から令和５

年度（※実績は別表のとおり）にかけて金栗レガシーを活用した玉名型の「スポーツ」

「ウェルネス」「教育」の新しい切り口で３つのツーリズムの推進に取り組んできた。

令和６年度にこれまで取組の見直しや改善を行い、令和７年度も更なる交流人口の増

加を図ることができるツーリズムの構築を目指すものである。 

 

４ 業務内容 

本委託業務の内容は、次のとおりとする。 

（1）金栗四三スピリット推進事業 

  ・金栗四三翁が成し遂げた偉業の更なる磨き上げを行い、関係機関との連携の強

化を図る。 

（2）３つのツーリズムの推進 

  ①玉名型スポーツツーリズム 

  ・金栗四三マラニック等のスポーツイベント開催 

  ・金栗四三マラニック等を通した認知度向上 

②玉名型ウェルネスツーリズム 

  ・くまもと県北病院や九州看護福祉大学、玉名温泉、小天温泉等の本市のコンテ

ンツを活用したツーリズムの推進 

③玉名型教育ツーリズム 

  ・金栗四三翁の功績やレガシーを活かした交流・イベントの開催 

（3）３つのツーリズムの検証 

  ・専門家等を招聘し、これまで進めてきた事業の検証等を含め、新しい観光スタ

イルの検討 

（4）事業のコーディネート 

  ・アドバイザーへ事業全体の進捗管理やコーディネートを委託 

(5) 事業実績報告書の作成業務 

  ・本委託事業の事業実績報告書の作成 

 

５ 成果品 

  本委託業務に関する資料・成果品の権利は、すべて市に帰属するものとし、受託

者は市の承諾なしに他に公表、貸与及び使用してはならない。 

 

  



６ 委託業務にかかる経費等 

上記「４業務内容」に掲げる業務を行うために必要であり、かつ受託者が通常業

務との仕分けが可能な次の経費。 

（1）事業管理費 

本委託事業を実施・遂行する為の管理費用等。 

（2）その他事業遂行のための経費 

印刷費、会場借上料、通信費、消耗品費等、本事業を実施するために必要な経

費。 

（3）消費税等 

(1)(2)に係る消費税及び地方消費税。 

 

７ 業務の進捗状況等の報告等 

本委託業務の進捗状況等の報告は、次のとおりとする。 

（1）事業実施計画の提出 

見積書提出時に事業実施計画を委託者へ提出すること。 

※当該計画に変更があった場合も、変更した事業実施計画書を作成し、委託者

に提出すること。 

（2）その他 

本委託業務の履行状況について報告を求められた場合には、委託者の定める方

法により速やかに報告すること。 

 

８ 委託料 

委託料の支払は、本仕様書４の（5）にいう「事業実績報告書」提出日から 1 ヶ月

以内に、受託者からの請求を受けて支払う。 

 

９ 特記事項 

（1）秘密の保持等 

受託者は、業務の処理上知りえた秘密を他人に漏らしてはならない。また、委

託者の承諾なしに、業務の処理過程において得られた記録等を他人に閲覧させ、

複写させ、又は譲渡してはならない。 

（2）個人情報の保護 

受託者は、契約の履行に当たって、別添「個人情報取扱特記事項」を遵守す

る。 

（3）権利義務の譲渡等 

受託者は、委託者の承諾なしに、契約により生ずる権利を第三者に譲渡し、又

は義務を負わせてはならない。 

（4）再委託の禁止 

受託者は、委託者の承諾なしに、業務の処理を第三者に委託し、又は請負わせ

てはならない。 

（5）損害のために必要を生じた経費の負担 

業務の処理に関し発生した損害（第三者に及ぼした損害を含む。）のために必

要を生じた経費は、受託者が負担する。 

（6）本委託業務の経理の別について 

この業務に係る経費を明らかにするために、できるだけ、他の経理と明確に区

分して、会計帳簿及び証拠書類を整備するものとし、本委託業務が終了した日の

属する会計年度の終了後５年間、これを保存しておかなければならない。 

 



１０その他 

（1）委託者は、受託者が事業の実施に当たり、委託契約書、当該委託仕様書等で定め

られた事項に反した場合、虚偽の報告等を行った場合、雇用した者の勤務の実態が

ない場合等不適正と認められる内容が確認された場合、委託契約額の一部又は全部

を返還させる権利を有するものである。 

（2）委託期間中及び委託期間の終了後において、委託者が必要と認める場合は、受託

者に対し、この業務に関し必要な報告を求め、又はその職員が受託者の事務所に立

ち入り、帳簿、書類その他の物件を調査させることができる。 

（3）本仕様書に定めのない事項、又は本仕様書に定める業務の実施に当たって必要

な詳細事項及び疑義が生じた場合は、遅滞なく委託者及び受託者が協議し解決す

る。 



（別添） 

個人情報取扱特記事項 

（基本的事項） 

第１ 受託者は、個人情報（個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は

識別され得るものをいう。以下同じ。）の保護の重要性を認識し、この契約による

業務を実施するに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情

報を適正に取り扱わなければならない。 

（秘密の保持） 

第２ 受託者は、この契約による業務に関して知ることのできた個人情報を他に漏らし

てはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。 

（収集の制限） 

第３ 受託者は、この契約による業務を行うために個人情報を収集するときは、その業

務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなけれ

ばならない。 

（適正管理） 

第４ 受託者は、この契約による業務に関して知ることのできた個人情報の漏えい、滅

失及びき損の防止その他個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければ

ならない。 

（利用及び提供の制限） 

第５ 受託者は、委託者の指示又は承諾がある場合を除き、この契約による業務に関し

て知ることのできた個人情報を契約の目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供

してはならない。 

（複写又は複製の禁止） 

第６ 受託者は、この契約による業務を処理するために委託者から引き渡された個人情

報が記録された資料等を委託者の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。 

（再委託の禁止） 

第７ 受託者は、この契約による業務を行うための個人情報の処理は、自ら行うものと

し、委託者が承諾した場合を除き、第三者にその処理を委託してはならない。 

（資料等の返還等） 

第８ 受託者は、この契約による業務を処理するために委託者から引き渡され、又は受

託者自らが収集若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、業務完了後直ち

に委託者に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、委託者が別に指示したとき

は、その指示に従うものとする。 

（従事者への周知） 

第９ 受託者は、この契約による業務に従事する者に対して、在職中及び退職後におい

て、この業務に関して知ることのできた個人情報を他に漏らしてはならないこと、

契約の目的以外の目的に使用してはならないことその他個人情報の保護に関して必

要な事項を周知するものとする。 

（実地調査） 

第１０ 委託者は、必要があると認めるときは、受託者がこの契約による業務の執行に

当たり取り扱っている個人情報の状況について、随時実地に調査を行うことができ

る。 

（事故報告） 

第１１ 受託者は、この契約に違反する事態が生じ、又は生じる恐れがあることを知っ

たときは、速やかに委託者に報告し、委託者の指示に従うものとする。 

  



（別表） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・第３回マラニック大会の実施  

（台湾から招聘したインフルエン

サーを活用） 

・マラニックコース、マラニック大会

に関する情報発信 

・常設コースでのイベントを実施  

 →アプリ「Spot Tour」を使用

した長期間のイベント開催  

・筑波大学教授によると玉名高

校とのオンライン授業  

・荒尾玉名の中高生を対象と

した講演・ランニング教室 

・金栗四三を語るシンポジウム 

・台湾の中山女子高級中学へ

金栗翁の講義 

・九州看護福祉大学のスポーツ

サークル「アイリス」の健康教室

を盛り込んだ高齢者日帰りモニ

ターツアーを 2 回実施 

（初めての大学内での開催） 
・マニュアル化、福祉系以外の旅

行会社による実施 

・学生間による引継ぎや学生参

加が少ない場合の対処法など

明確化  

・アンケート結果を用いた各種ガ

イドへの課題提供  

・ウェルネスツーリズムツアー実施

に向けたワークショップで受け入

れ態勢等の課題洗い出し 

・福祉医療系の大学生等への

講座 

・人材育成  

・高齢者日帰りモニターツアー 

（気付 きの発見 、課題 と方向

性の確認） 

・諸活動の情報発信  

・第１回マラニック大会の実施  

・フォトコンテストの実施  

・マラニックコース、マラニック大会

に関する情報発信 

・地元の中学校での金栗学習

実施とオンライン交流、及びそ

の情報発信 

・「金栗こども新聞」作成、熊本

県内の小中学校へ配布 

・金栗ガイド、子ども金栗ガイド

育成 

・第２回マラニック大会の実施  

・マラニックの拡充 

・マラニックコース、マラニック大

会に関する情報発信 

・課題解決に向けたスキルアップ 

（昨年の反省点からの改善な

ど） 

・ツアー内容の検討と整備  

（スタッフ・学生） 

・高齢者日帰りモニターツアー 

（無料と有料の 2 回） 

・金栗四三を語るシンポジウム 

・筑波大学教授による玉名高

校及び専大玉名高校オンラ

イン授業  

・荒尾 ・玉名エリアの中高生を

対象としたランニング教室 

令和３年度  

玉名型 

スポーツツーリズム  
玉名型 

ウェルネスツーリズム 

玉名型 

教育ツーリズム 

全体ロードマップ策定・基礎固め 

令和４年度  

本格稼働・実践 

令和５年度  

３つのツーリズム定着・持続的実施へ 


